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新型コロナウイルス感染症に対応した 
避難所運営マニュアル研修を実施 

～市職員の運営における対応確認のために～ 

 
兵庫県は「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所ガイドライ

ン」を策定し、6 月 24 日には市町職員へのガイドラインの実践的な研

修会を開催しました。  

これを受けまして、三木市も避難所運営研修を実施し、「三木市新型

コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアル」の完成を目

指します。  

 

1 目的  

(1) 避難所指定要員となる市職員が、新型コロナウイルス感染症に対  

応した避難所運営を学ぶ。  

 (2) 研修の実施により、参加した市職員の意見を聞き「三木市新型コ  

ロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアル」を完成する。 

2 実施日時   7 月 10 日（金）  ※同内容を 2 回実施  

①午前 10 時～ 11 時 30 分  

               ②午後 3 時～ 4 時 30 分  

3  実施場所   市立口吉川町公民館  

4  実施内容   ①コロナ感染症対応の概要説明  

        ②避難所運営マニュアルに基づき実践  

        ③設置訓練（ダンボールベッド・簡易テント）  

        ④意見交換・質疑応答  

5 対象職員     48 名  

        3 密となる事を回避するため、主に市立公民館の避難所  

指定要員を対象とする。  

   

 

問い合せ先  三木市総合政策部危機管理課  

        電話 0794-82-2000（内線  2430）  

総合政策部危機管理課  

担当：課長  本岡忠明  

内線： 2430 


